
◆治験薬

現在、日本では肺がんの治療において2種類の「免疫チェックポ
イント阻害薬」が承認されています。保険診療にて使用するた

めにはいくつかの条件があります。

・全ての肺がんで使用できるわけではない。

手術のできない「ステージ4」の「非小細胞肺がん」が対象とな
ります。

※「小細胞肺がん」や「ステージ1~3の非小細胞肺がん」の場
合対象外となります。

・最初の治療で「免疫チェックポイント阻害薬」を使うのは

PD-L1陽性の場合のみ。
※PD-L1陰性の場合には2次治療以降での使用となります。
・「免疫チェックポイント阻害薬」1剤での治療となる。
※他の化学療法との併用をすることは出来ない

【申し込みは・お問い合わせはコチラ】

10種の希少がん患者対象

免疫チェックポイント阻害薬の治験のご案内
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【治験広告】非小細胞肺がん 免疫チェックポイント阻害

薬と分子標的薬を併用する治験

◆治験の目的

この治験は非小細胞肺がんの患者さんを対象としたベバシズマブ（分子標

的薬）、カルボプラチン、パクリタキセルの3剤による治療に治験薬（免疫
チェックポイント阻害薬）を上乗せしたときの有効性や副作用について調べる

目的で行われます。

◆主な参加条件
以下のすべてを満たす場合、

PD-L1の発現率に関係なく参加できる可能性がございます。

・非扁平上皮肺がん（腺がん、大細胞がん）の方
・ステージ3bもしくは4と診断されてから、まだ化学療法を実施していない方
・EGFR遺伝子変異が陰性の方

※その他にも参加条件があり、医師の診察や検査によって

参加可能か判断されます。

＊詳しい条件については、がん情報サイト「オンコロ」にお問い合わせください。

◆臨床試験（治験とは）
薬が世に出るためには、国（厚生労働省）から薬の使用につい

て承認を得る必要があります。承認を得るためには薬の効果や

安全性を調べる「治験（臨床試験）を行う必要があります。

◆費用について
この治験に参加した際の費用について

治験薬（標準療法含む）を使用している期間、治験のための

必要な検査費用（血液検査費用、CT検査費用など）は製薬会社
から支払われます。

治験に関係しない費用（診察料や他の病気に対する医療費な

どについてはご自身のご負担となります。)
また、治験さんかによる交通費などの負担を軽減するために負

担軽減費をお渡しします。

◆現在の非小細胞肺がんにおける免疫チェック
ポイント阻害薬の保険診療について
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